
県立文化施設指定管理者選定会議開催要領 

 

 

（目的） 
第１ 長野県県民文化会館、伊那文化会館、松本文化会館、佐久創造館及び県立美術館の指
定管理者候補者（以下「候補者」という。）の選定を行うため、県立文化施設指定管理者選
定会議（以下「会議」という。）を開催する。 

 
（構成） 

第２ 選定会議は、座長及び構成員の合計５名で構成する。 
２ 座長は、県民文化部長をもって充てる。 
３ 構成員は、次に掲げる者を充てる。 
(1) 学識経験者 ３名 
(2) 文化振興課長  

４ 座長及び構成員は、当該公の施設の指定管理者に応募した法人その他の団体（以下「法
人等」という。）の役員である場合には、当該公の施設の候補者の選定に加わることができ
ない。 

５ 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する構成員が、
その職務を代理する。 

 
（会議事項） 

第３ 選定会議は、次に掲げる事項について意見聴取又は採点を行う。 
(1) 指定管理者の指定の期間、指定管理者の選定基準及びその細目並びに候補者となるた

めの要件 
(2) 候補者の選定 
(3) その他候補者選定に関する事項 

 
（意見聴取又は採点方法） 

第４ 選定会議の意見聴取又は採点は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める調
書により行うものとする。 
(1) 第３第１号に掲げる事項の意見聴取 

指定管理者候補者募集等要件調書（様式１）により行う。 
(2) 第３第２号に掲げる事項の採点 

指定管理者候補者選定調書（様式２）に基づき、申請書類の確認、ヒアリング及びプ
レゼンテーション等候補者の選定に当たり適切な方法により行い、必要に応じて意見聴
取を行う。 

 
（会議等） 

第５ 選定会議は、文化振興課長からの要請により、必要に応じて座長が招集する。 
２ 文化振興課長は、前項の要請をする際に、当該要請に係る第４各号に掲げる区分に応じ、
当該各号に定める調書を提出するものとする。 

３ 選定会議は、構成員の過半数の出席をもって成立するものとする。 
４ 第３に掲げる会議事項について、選定会議に付すいとまがない場合その他特別の理由が
ある場合には、持ち回りにより意見聴取することをもって選定会議の開催に代えることが
できる。この場合においては、座長及び過半数の構成員の同意を得るものとする。 

 
（候補者の選定） 

第６ 選定会議は、応募した法人等の中から、条例で定める選定基準及び第４の採点基準に
照らして、座長及び各構成員が独立して応募者の事業計画を採点し、総合点数が最上位で
ある者を候補者として、県が選定する。 

 
（庶務） 

第７ 選定会議の庶務は、文化振興課において行う。 



 
（雑則） 

第８ この要領に定めるもののほか、選定会議の運営に関して必要な事項は別に定める。 
 

附則 
この要領は、平成 20年６月 25日から施行する。 
この要領は、平成 23年７月 14日から施行する。 
この要領は、平成 25年７月 19日から施行する。 
この要領は、平成 28年６月 24日から施行する。 
この要領は、令和 ２年７月 １日から施行する。 
この要領は、令和 ６年９月 １日から施行する。 
この要領は、令和 ７年７月 10日から施行する。 
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